
《早期療育・早期発見》発達障害の事後支援に係る 

人材ニーズの把握に関するアンケート調査結果報告 
実施期間：令和３年７月 14日～令和３年８月 18日 

 回答数：京都市を除く 25市町村 

 
【スクリーニングについて】 

 

設問１ 発達障害に係るスクリーニングを実施していますか。 

図１参照 

 

 

設問２ スクリーニングを実施していない理由を回答して下さい。 

○人材・予算確保が困難なため（大山崎町、城陽市） 

○必要に応じて保育所・幼稚園と連携・相談できているため（南

丹市、長岡京市） 

 

 

設問３ スクリーニングを実施している市町村はその方法を回答して下さい。 

別紙１参照 

 

 

設問４ スクリーニングの対象年齢を回答して下さい。 

図２参照 

 

 

設問５ すべての年中児を対象にスクリーニングを実施していま

すか。 

はい…14、いいえ…６ 

 

 

設問６ 一部の年中児のみの場合、その対象の範囲を回答して下さい。 

○本市以外の保育所・幼稚園を除く児（宇治市） 

○市内の保育所・幼稚園・認定こども園のうち、園から申請のあった園児（舞鶴市、京田辺市） 

○市と連携が取れている保育所や幼稚園（向日市） 

○町立保育所の年中児（宇治田原町、井手町） 

 

はい, 

20

いいえ, 

5

図１ スクリーニングの実施の有無

年中児のみ, 13

年中児＋それ以外, 7

図２ スクリーニング対象年齢



 

設問７ スクリーニングに関わる専門職種を回答して下さい。 

図３参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他…支援学校教諭（地域支援コーディネーター）、学校教育課指導主事、通級指導教室の教員、

幼稚園教諭、相談員、療育施設職員等  

 

設問８ 専門職種の確保方法について回答して下さい。 

○保健師、保育士の多くは市町村の正規職員 

○その他専門職は臨時職員や委託 

○医師はＨＣ発達クリニック（亀岡市） 

 

 

【事後支援について】 

 

設問９ スクリーニング後の事後支援を実施していますか。 

図４参照 

 

 

設問 10 事後支援を実施していない理由を回答して下さい。 

○人材の確保が困難なため（大山崎町、城陽市） 

○事後支援の必要性がないため（大山崎町） 

○民間事業所が事後支援の機能を担っているため（城陽市） 

○スクリーニングを実施しておらず、その事後支援もしていないため（木津川市） 
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図３ スクリーニングに関わる職種

はい, 21
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図４ 事後支援の実施の有無



設問 11 実施した事後支援の種類を回答して下さい。 

図５参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他…保護者との面談、親子教室、療育機関への紹介、就学のための支援（年長児）、発達支援ク

リニック・医療機関紹介 

 

 

 

設問 12 ＳＳＴの実施に関わる専門職種を回答して下さい。 

図６参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他…教諭、社会福祉士 
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図５ 事後支援



設問 13 ＰＴの実施に関わる専門職種を回答して下さい。 

図７参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他…社会福祉士、臨床動作士 

 

 

設問 14 ＴＴの実施に関わる専門職種を回答して下さい。 

心理職、保育士（宇治田原町のみ実施） 

 

 

設問 15 ティーチャートレーニングを実施していない場合、そのニーズの有無及び実施していない理由

について回答して下さい。 

○園巡回及び発達相談で個々の先生を交え必要な支援を実施出来ている等、ニーズがない（綾部市、南丹

市、向日市） 

○ニーズは未把握だが、園巡回及び発達相談への保育士の同席、または研修等で、発達障害等の支援につ

いて理解を深めているため未実施（宇治市、精華町、木津川氏） 

○ＴＴを実施できる支援者が不足しており市独自では難しく、ＨＣ主催の事業に参加（京丹後市、宮津

市） 

 

 

設問 16 事後支援に関わる人材の確保の方法について回答して下さい。 

○民間の保育士、臨床心理士に依頼 

○退職後の元教諭 

○市町村職員（正規、会計年度任用） 

○発達検査や発達相談はＨＣに依頼 

○ＳＳＴ・ＰＴは児童発達支援センター・民間事業所に委託 
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設問 17 事後支援の実施にあたり不足している人材がありますか。 

図８参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 18 不足している人材を回答して下さい。 

図９参照 

 

 

 

設問 19 人材が不足している理由を回答してください。 

○予算不足（亀岡市、大山崎町、宇治市、城陽市） 

○専門職の人材不足（宮津市、京丹後市、福知山市、舞鶴市、亀岡市、長岡京市、宇治市、宇治田原町、

木津川市、南山城村） 

○研究事業実施中においては専門職の確保が可能であるが、その後の専門職の確保については見通せて

いないため（伊根町） 

○京都府作業療法士会からの派遣回数が限られており、全園への関わりが難しい。（久御山町） 

 

 

はい, 

17

いいえ, 

8

図８ 人材不足の有無
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図９ 不足している職種



設問 20 京都府発達障害専門職派遣について 

○事業を知らなかったので改めて周知して欲しい（京丹後市、福知山市、井手町） 

○予算確保が困難なため無償で人材派遣してもらいたい（亀岡市、 

○年間を通して定期的に派遣してくれると助かる（綾部市） 

○以前、心理士を紹介してもらい助かった（久御山町） 

 

 

設問 21 スクリーニング及び事後支援の実施及び継続にあたり、課題や京都府への要望があれば回答し

てください。 

○ＳＳＴの研修会は継続してほしい（南丹市） 

○北部地域は専門職が少なく人材も限られているため、サポートをお願いしたい（京丹後市） 

○Ｋ式発達検査の研修が受けやすくなるよう調整をしてくれると助かる（長岡京市、与謝野町） 

○年長児や年中児に限らず、園巡回や発達相談を必要とする児童が低年齢化し増えてきているため、補

助金の対象児年齢の拡大や補助率の増加を希望（向日市）  

○花ノ木医療福祉センターの療育受け入れ体制の強化、ＯＴ・ＳＴ等の巡回派遣体制の強化（亀岡市） 

○ＰＴ実施のための研修会を実施してほしい（与謝野町） 

○人材確保のための補助金（宇治市）、無償派遣（亀岡市） 

○ＯＴ・ＳＴの確保（宇治市） 

 

 

【その他】 

 

設問 22 障害児通所支援に係る支給決定について参考としているものを回答してください。 

図 10参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

8

6

4

3

5

医師の診断書

乳幼児健診の結果

専門職の意見・見立て

発達相談の結果

障害者手帳の有無

その他

図10 支給決定に係る参考物



設問 23 支給量の決定にあたり根拠としているものを回答してください。 

図 11参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 24 保護者への支援について、実施していることがあれば回答してください。 

図 12参照 
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図12 保護者支援
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図11 支給量の決定根拠


